
①こどもが助けをもとめてきたら、まず保護してください。
（もう大丈夫だよ、と安心させてください）

こども１１０番の家

こども１１０番の家へのご協力ありがとうございます。
何かあった際に、こどもを保護し、警察などへの通報対応をお願いします。

②何があったかを、おちついて聞いてあげましょう。
・無理に聞き出さなくてもかまいません。
・聞く場合は、
「いつ？」 「どこで？」 「なにがあった？」 「どこの学校？」
不審者が関連している場合
「不審な人はどんな人？ （服・身長・髪型・性別・年齢・体格・眼鏡）」
「不審な人は、何で （車・バイク・徒歩）、どこの方へ行った？」
「車などの特徴 （色・形・車名・ナンバー）は？」

③電話で連絡をしてください。
・不審者、事故、緊急の場合は、「１１０番」へ通報してください。
・ケガ、火災などの場合は 「１１９番」へ通報してください。
・状況により、保護者や学校へ連絡してください。

連絡時は「こども１１０番の家」であることを伝えてください。
到着するまで、一緒に待ってあげましょう。

※香芝警察署の電話番号 ０７４５－７１－０１１０ または １１０
※真美ケ丘西小の電話番号 ０７４５－７７－５８８８
※香芝東中の電話番号 ０７４５－７８－２６３７

すみれ野自治会

※こどもの駆け込み保護など「こども110番の家」の対応をされた場合、 旗が破損・劣化した場合、
こども１１０番の家をやめる場合は、組長さん、または、すみれ野自治会HP 「連絡フォーム」で報告・
連絡をしてください。

※香芝市の「こども１１０番の家」は、香芝市生活安全課が実施しています。

＜お願い＞
・自分で不審者に立ち向かおうとすることは危険ですのでおやめください。
・不安な時は、ご近所にもお声がけください。


